
法務省認証局発行の電子証明書の有効性検証について 
http://shinsei.moj.go.jp/new/new_top.html 

 

（平成２０年８月２８日) 

 
  法務省認証局は、平成２０年９月１１日（木）をもって認証業務を終了し、政府共用認証局へ完全に移行する

予定ですが、法務省認証局発行の電子証明書から政府共用認証局発行の電子証明書への切替えに伴い、切

替日より前に発行された電子公文書につきましては、平成２０年９月１１日（木）以降、電子証明書の有効性が

検証できなくなりますので、ご注意下さい。 
 なお、切替日については手続きによって異なります。 
 

手  続  電子公文書の種類 切 替 日 参 考  

登記完了通知 

登記識別情報通知 

登記識別情報に関する証明 不動産登記 

登記識別情報に関する 

証明請求についての回答 

 平成２０年７月２８日（月）か

ら同年８月１１日（月）までの

間で、登記所ごとに順次切替

を行っております。詳しくは右

ホームページで御確認くださ

い。 

http://www.moj.go.jp 

/MINJI/minji160.html 

登記事項概要証明書 
動産譲渡登記 

登記事項証明書 
平成２０年７月１日（火）  

http://www.moj.go.jp 

/MINJI/minji156.html 

登記事項概要証明書 
債権譲渡登記 

登記事項証明書 
平成２０年７月１日（火） 

http://www.moj.go.jp 

/MINJI/minji156.html 

成年後見登記 

登記事項証明書 

（登記事項の証明書・登記 

されていないことの証明書） 

平成２０年８月８日（金） -  

供託 供託書正本 平成２０年９月１日（月） -  

日付情報の付与 

電磁的記録の認証 

情報の同一性に関する証明 
電子公証 

同一情報の提供 

平成２０年８月１１日（月） - 

 

※切替日以降に発行された電子証明書は、９月１１日（木）以降も有効性を検証する事ができます。 


